
出席者

第62回実施本部会議記録

日時・平成25年1月9日（水） 7：・30～

場所．放射線医学県民健康管理センター

・本部長：阿部正文教育研究・県民健康管理担当理事

．センター長：山下俊一直Jj学長

。i¥Wセンター長（兼疫学部門長）：安村誠司教授

・健康診査部門長・細矢光亮教授

・甲状腺検査部門長：鈴木虞ー教授

・健康診査副部門長：坂井晃教授

。） ・乙とろの健康度・生活習慣調査部門長：矢部博輿教授

。j

・広報部門長：松井史郎特命教授

・情報管理部門副部門長安田英継副部門長

．国際連携国I部門長・松井秀幸特命教授

・事務局次長：須藤浩光総務担当次長

＜オブザーバー＞柴田義貞特命教授（情報管理）、丹羽太寅特命教授（国際連携）

＜事務局＞後藤課長、根本主幹兼副課長、坂内主幹、黒沢主幹、富田副課長、有我主任、野崎C、
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1 開会

Z 報告

Oデータ管理システムについて〔安田副部門長〕

〔調達仕様書について報告いただいた〕

〔安田副部門長〕

・資料により説明

. 1月中にプロポーザル公告をするのか。

• 2月末くらいまでに業者を選定して、 3月契約としたいので、業者の選定が済んで

契約となる頃にマネジメント会議にかけて報告する。

－県がこのデータベースをどう利用したいか等の話は県としているのか。

－資料の中で、統計行政資料に使えるようにという話はしているが、具体的な資料に

内容はこれから詰めていく。



。l

・来週早々に公告したいが、事務的な部分が少し残っているが、今日明日と思う。技

術審査の日程も決めてある。専門委員会で決めて、実施本部会議で報告して決定とし

たい。

・基本構想・調達仕様は重要であり、まとめていただいて感謝する。中に入れる項目

基本調査を始めとする各調査のデータの保持保管、現在あるデータの円滑な移行もあ

りますよね。．．．． 
・特に基本調査についてクリーニングをしたデータを入れて、それを種にして他へ拡

大して行こうと4思コている。

・圃・・・甲状腺データの 15万はエクセルでAっているのですね。．．．． 
・エクセル管理をしているようです。

・圃・・・住民情報データはエクセルのcsv形式で管理しています。検査結果についてもcsv
形式のものと画像のものがあります。．．．． 
・移行するまで、あとl年かかるのでしょう？

－システム稼働後は、稼働までの蓄積データと管理・保存についても管理していく 0．．．． 
・県外避難者について、将来、国・県で把握してく動きはあるのか。健康に関するク

0 レームが出る可能性はある。線量が低いからと言うことできるが、状況把握はどこか

でしておく必要はある。

－データさえとれば、管理することはできる。例えば甲状腺で県外検査したデータは

入れていく。対象者は当時の202万人ということになっている。

－大きなシステムでも、データを移行するときに l人でもズレが生じると大変なこと

になる。データの移行作業の時のエラーチェック怯どうするのか？膨大な数になる。

－現時点でも、住民データの重複があるので、可能な限りクリーニングします。．．． 
・結果データのズレが心配



．．．． 
・ズレはありえない。甲状腺のデータであれば、基本調査委号がついているはずなの

で、個人確定部分と検査結果部分に番号が振られているはず。元のデータが間違って

いない限り、システムでエラーが起こるのはあり得ない。．．．． 

・・・圃・エラーは起こり得ますが、元のデータがきちんとしていれば、合わせていくだけな
のでプログラムのエラーは起こりえない。

0 ・移行の際は、数だけではなく矛盾チェック等移行のチェック怖います。レアケー

スの対処方法等も手順化は必要と思っています。．．．． 
・移行の時だけの問題ではない。データ入力の際もロジカルチェックなどを行うシス

テムを入れる。相互の矛盾があれば、チェックリストを出して、データを確認する。

・確認するような人を置くのか？

－現場の人がやるようになる。甲状腺でいうなら、甲状腺の方がデータを入れてエラ

ーリストが出れば、確認は甲状腺の方がやる。簡単にできるように入れ物を作る。．．．． 
・環境省の課長が来た際に、健康調査のなかで号関心を持っている事のーっとしてデー

タベースの話をされていた。環境省としでは将来の損害賠償を想定しているようであ

0 る。必要があれば、環境省からデータベ」ス構築の人材を派遣しても良いような話し

だった。実際必要かどうかは内部検討させていただきたいと言うにとどめた。

－今は必要ないが、運用の段階がいないので、そ乙に派遣していただけるなら歓迎し

たい。現場の仕事をしてくれる人が欲しい。．．．． 
・システムはリースですね、その場合人も同じ業者にリンクして雇う必要があるのか。

圃・・・－その辺りは財政の了解を取って、提案したい。．．．． 
－では乙れで進めてください。



3 議事

O基本調査について〔事務局〕

〔基本調査結果の市町村への提供について〕

〔事務局〕

－現時点で、部門内部の意見調整が済んでいないこと、広報部門との連携も未了であ

り、県庁とも未了であるので、現在説明出来る状況ではない。 17日に間に合わせる

ため、明日までには持ち回りしながらご理解いただき進めて行きたい。

・問題は何ですか？

・・圃・・実際の説明会では、全体説明と個別資料があり、経過とロジックの説明、．．． 
0 ・2ら30分程度線量評価と健康についてお話を頂く事としている。

。）

．．．． 
・市町村別というが、 l人l人の行動パターンは違う。例えば浪江町でもどとにいた

かで線量のばらつきはある。浪江町住民の線量を公表する意味づけ、浪江町の線量を

出す事とは全然違うと思う。その強調が必要で＝は、あたかもその町の線量という表現

があるが、避難地域の方は特に多様に避難されているし、種々の作業従事者も多い、

意味づけを考えないと、線量公表して受けて解釈する方が色々に解釈されそうだ。．．．． 
・環境のデータと個人線量のギャップは大きな問題。 WHOも地域で出して大きな問

題になった。

・広報と未了とあったが、まさにそこが問題で、出すは良いが、どういう説明をする

か、今回は市町村担当者向けなので、彼らが住民からの質問の矢面に立つのでそこで

説明しやすい材料を提供すべきだが、何を出せばいいか出来ていないのでこの場で提

示できない。ご指摘の問題点は意識して考えていきます。

園田・・
・国会事故調のフォローアップ会合において、ホールボディーも含めて個人線量をひ

も付けして、基本調査のみならず、長期に線量を管理することが事故調の答申として

出ている。市町村への問題はとてもセンシティアである。一方的にデータを示すだけ

ではなくて、どういう意図を持って説明していくかということを是非、基本調査専門

委員会で決めていただいて説明の方向性を来週の実施本部会議に出せますか。

・市町村からも自分のところはどうかと聞かれている。実際同意書もらう際に市町村

にデータは提供すると言っている。統計的なデータが欲しいとか、個入毎の名前のデ

ータ欲しいという自治体もある。



・統計的なデータは議会からも、回答率はとか、被ばく線量はどうなっているのか、

等の紹介は来ている。個別に口頭で回答していたが、一斉に紙で回答すべきでないか

ということが基本です。

－市町村も議会が始まると、市町村の状況について議会から聞かれるので、かなりの

市町村から聞かれているので、ある程度数字がまとまった段階で一旦出した方がいい

のではないかという考えです。

－基本調査のデータ公表にリンクするのが、甲状腺のデータと思うので注目しでいる。

圃圃
・基本調査の 40万件弱について市町村別推計は市町村によって 50から 90%は終了

している。最終確定値ではないが、避難地域は別としても生活している地域は市町村

0, ' 別に概ね見でもらうってことになる。
－少なくとも健診については、データを市町村に提供しますとなっている。

－県との最終打合せはこれからか、こちらでまとめてからになるのか。．．．． 
・考え方とか公表資料とかまとめて、県庁でも上に見てもらうはずなので直前という

わけには行かない。

圃圃・・
・市町村別データを整理して集計結果を出すのは医大の役割とJ思うが、県から委託を

うけていることなので、本来県が提供する事なので、県どう説明するかとか考えても

らうべき、医大としては協力するが、本気で県に考えてもらいたい。困るのは県であ

り、県民である。データを県に渡して医大の責任になる話ではない。

甲状腺、基本調査でもそうだが、医大が結果を出して県から市町村に結果を渡す時、

0 県が医大にやってもらっているから医大の責任というなら違うと思う。医大に丸投げ

の印象がある。

・最終的には、県の責任で対応してもらいたいが、県も余裕がないのだとj思う。県と

話をしたほうがいい。

この件は来週まで持ち越しとします。

4 その他

〔阿部先生〕

－コンサルの実施復興会議のほうは、基本設計がはいります。コンサルは決まったが、

ヒアリングの日程はまだ。各部門長は前回提出案がベースになっているのでそれを基に

少し考えておいていただきたい。基本設計は3月までに終了するようになります。



5 閉会
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「放射線医学県民健康管理実施本部会議J（第62回）次第

1 開会

2 報告

Oデータ管理システムについて

3 議事

O基本調査について

4 その他

5 閉会

日時：平成25年1月9日（水） 7: 30～ 
場所放射線医学県民健康管理センター
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第1章総則

1 調達の名称

県民健康調査デ一歩管理システム導入

2 目的

県民健康管理調査は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による県内の放射能汚染を踏

まえ、県民の健康不安の解消や将来にわたる健康管理の推進を図ることを目的に、継続的な

調査・健診を実施し、健康被害の早期診断、早期治療、さらには研史・教育・診療体制を整

備しながら、県民の健康の確保を担っていくことを目的としている．

今回の調達は、県民健康調査データ管理システム（以下、本システムと記す．）の開発と

本システムが稼働する本番環境のハードウェア ソフトウェア一式（以下、インフラ基盤と

記す．）の調達と本システム稼働後の運用、保守を目的とし、その仕様を記載したものであ d

る．

3 業務の観裏等

( 1 ）業務期間

A.開発期間．契約締結目から平成26年2月28日｛金）までとし、期間内に引き渡し

が完了すること．

B.運用保守期間 システム稼働開始から5年間．

(2）業務内容

A.システム開発作業

業務の概要は『第2章開発基本要件』を参照すること．

B.インフラ基盤の導入、設置、設定等作業

本システムが稼働する環境を整備するため、ネットワ－？、サ『バ等一式を構成する

ために必要なインフラ基盤の導入、設置作業、配線作業、設定作業等を行う．

詞達物品の詳細要件については、 『第3章 3情報システム稼働環糠」を参照するこ

と．

c. インストール及び設定作業
本システムのインストール及び設定作業を行う．

D. 稼働確認作業

インフラ基盤の導入及び本システムの導入並びに他システムとの連携において、正常

に稼働するための確認作業を実施すること．

稼働確認作業詳細については、 「第3章 4テスト要件定義Jを参照すること．

E.データ移行作業

インフラ基盤の導入及び本システムの導入時にデータ移行作業を実施すること．

1 

。
デ」タ移行作業詳細については「第3章 5移行要件Jを参照すること。

F.システムの運用作業

運用保守期間については、システ阜の連用および本システムの保守作業を実施するこ

と．

運用詳細については、 「第3章 6運用要件』を参照すること．

G.インフラ基盤の保守作業

運用保守期間については、インフラ基盤の保守を実施すること．

保守詳細については、 『第3章 7インフラ基盤保守要件』を参照すること．

4 事業者の資格

機密性の高い情報を取り扱うことから、 lSO/IEC 27001認証及びプライパシ

ーマ一世在取得している事業者でなければならない．

また、可及的速やでかつ．品質を考慮した本システムの構築が求められるため、 JS09 

0.0 1を取得している事業者でなければならない．

5 再委託

( 1 ）事業者は‘原則として本委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできなもLただ

し、本件業務の一部を再委Eすることについては、福島県立医科大学の事前四書面による承諾を
得たときl乱この限りでない．

(2）事業者は、 ( 1 ）に基づいて本件業務を第三者に再委託する場合、十分な個人情報の保

護水準を満たす事業者を選定するとともに．第三者との問で本業務の契約と同等の内容の

契約を締結すること．

( 3）本件業務の一部を再委託する場合といえども‘事業者は業務の履行に基づき事業者が負

担する義務を免れないものとする．

(4）事業者は、本骨謙識の遂行上の屯要から第三者に秘密情報を開示したとき、第三者が本契約に

違反する行為在行ったと宮、発注者に対して｝切の責任を負うものとする．

6 鋼連の範圏

( 1 ）本システム開発及び稼働を行うための織器導入から稼働に至るまでの一連｛導入、設置、

設定、結線等）の作業．

(2）システム稼働後のシステム運用作業及びインフラ基盤の保守作業．

7 揖連申方法

公事型プロポーーザルの企画提案により決定する。

8 成果品

2 



(1)システム開発

A. 基本設計書

B. 詳細設計書

c. プログラム
D.操作説明書

E. システム運用・保守マニュアル

(2）導入機器

A.インフラ基盤等一式

(3）導入機器に係る納入物

A.機器仕様書

B.取扱説明書

(4）導入作業に係る納入物

A ．実施計画書

B.納入物品一覧表

c.環境設計書
D. 機器設定手順書

E.動作確認誌験成績書

F. 作業完了報告書

G.機器設置レイアウト図

H. ラッ？搭載図

t . 接続図

J.配線図

K.機密保持管理方法

(5）運用、保守に係る納入物

A.運用実施計画書

B E 保守実施計画書

(6）納入媒体数量

0 

文書類の納入物については、以下の媒体、数量を納入すること．なお、媒体の詳細について

は‘実施計画書作成時に確定する。

A.紙媒体 正副1式ずつ（計Z式）

B. C D媒体 E国tl1式ずつ（計Z却

c.納入したドキュメントに修正等があった場合は．紙については‘更新履歴と修正ベージ、磁
気線体等については、静正後四全編を速やかに提出すること．

D.納入するCD媒体l乙格納する77イJ防式は一般的な文書管理ソフト等で福島県立医科大学

にて冒跡取り可能であること．

(7）納入期限

3 

。
く情報管理〉部分のデ－11入力・蓄積｛住民情報デ一歩取込、基制官報データ取込同定処
理‘デ－11メンテナス等3については第1次リりースとして平成25年11月中とする．
その他の部分については第2次リリースとして平成26年2月中とする．

※く情報審理〉部分については「第2章 3機能一覧』を参照すること．

(8）検淑

納入物は全て福島県立医科大学による蜘岐を行う。

第Z章開発基本要件

1システム構築l::tlゆる基本方針

(1)本システムI乱 5年や10年という短期間のものでなく、長期間に渡り運用するものである

ため、 I Tぽ偏の進歩に対応しながら‘より適切かつ安全で、効率的・効果的な運用が継続で

きるシステムであること．

(2）蚊射鎗に関する今後の技術進歩k医療技術の進歩、急速に進む少子高齢化や島活習慣績の増

加による疾病構造の変M専により多様化する医療需要や医療制度の変化に効率的かつ柔軟に対

応できるよう、可変性の高いシステムとする．

(3）オープン化｛特定事業者のみ町技術によらないもの）された標準的手法や樺準化された製品・

ツー凡等を用い、機能拡由民性及び保守性の高いシステムとすること．

2今回構聾するデ－11ベースの前提について
( 1 ）リレーショナJレデータベースであること．

(2）テーブルの連携はシステムで自動的に生成する一連番号（sysid）によって行う。

4 



。(0 

1 /2 システム全体図
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(1)住民情報管理

A.対象者ー全県民納206万刈

B.住関輔の統合

(a）現在L告調査・検査ピとf；：：住民情報在保有しそ；f1it':tl独自に運用・管理しており、

情報町並古性が園られていないため．デ・－11ベース構饗前日時点ゆ情報を錆合する．
、ラf:;,,-,1>'，＆：、 ： 1下： 日“ •• 2,j電JJ~j!主主E fγJ 

「デ－11エントリーシステムJ
でファイル管理

。0 

2/2 システム全体図
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住関瞬動寝吏になった際には‘変更情報の履歴管理を行う．

(a）各種提供データによるメンテナンス

包潤隠書量管理システムデ－11
問巻藁管理システムから提供在受ける基本調査問診票デ－11により住民情報をメン
テナンスする．

②甲状腺検査デ－11
甲状腺検査デークより住民情報をメンテナンスする．

喧灘康診査データ
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④こころ由健康度・生活習慣霞査デ－11
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市町村からの提供デ－1;!を取り込み個人の同定作業を行い、 『氏名テーブル」、 『住
所テーブル』、等の住民情報告メンテナンスする．

※個人の同定特嘆については具体的に内容を提示すること．

D 住岡審報開覧

過去の変更履歴を含めた住民情報を表示する．

(2）基本語査情報管理

A.対象者会県民｛約206万人J
B・齢構同課データ臥現在『デ－1;!エン．トリーシステムj－のサーパでフ
ァイル管理されており、デーヲベース構護持、デークの一括移行在行う．

c.本システム稼働後発生する基本語査問診票データについては、 「デ一歩正ントリーシス
テム」園園より刊の提供樹、デ－1;!ベー河仰を行う・
D.基本調査築関覧

(a）基本調査問診票情報皮細付けされた同一世帯情報、寄種調査・検査情報等を表示

する．

(b）「酔融問舗の電靴システ品例措睦シATA.l.，・ーと

連携し、基本調査問診棄のP.DFファイルについて参痛を可能とする．

①P D Fファイルサイズ県民一人あたり最大揃

E.赦医研データ取込

放医研で算出した被ぱく線量結果情報を取り込みする．

F 被ば〈線量結果表一括データ作成

印島民諸に渡す被If＜線量結果表データを作成する。

G 被ぱく線量結果表個別デ一世作成

指定された県民の「被ぱく線量結果表1を作成する．

H.送付管理

(a）発送対象者デ－1;!作成
基本調査にかかる発送物について、印蹴簡に渡す発送対象者デー持作成し、発送

物テーブルを作成する．

(b）発送枕耳デ一歩登録

江洩拙概観燈録｛個人別）

端末より発送物の発送状況を量録・変更・削除する．

e溌送枕兄一指77イル取込
印刷闘からの発送済77イJi,<阜ファイルベースでのデータで発送札脱登録す

る．

(c）発送物送付状況閲覧

指定された県民に対して発送されている発送物の抗日を表示する．

(d）発送続完データ削除

9 

。
連携管理が不要となった発送物テープルの削除を行う．

(3）甲状腺検査情報管理

A 士撒者ー18歳以下の全県民（約36万人J
B.検査実施予定

(a）平成26年3月までに先行検査（現状確認のための検劃として、全県民を対象に

検査を実施する．

(b）平成26年4月以隊本格検査として20歳までは2年ごと、それ以降は5年ごと

に検査を実施する．

c. 1次検査
(a）対象者データ取込・メンテナンス

①市町村受領デ－1;!取込
検査対象市町村から提供を更けた検査対象者の住民データを取り込み、甲状腺1次検

査対象者テーブルを作成する。又‘任意で修正したデータも受け入れ可能とする， Iデ

－；，形式は園周

e洋投（団体）データ追加取込
学校｛団体｝から提供を受！？た名簿情報等について彊l人の同定処濯を行い、学校（団

体）名をデ－1;!として取り込む。
※値比の同定作業については具体的に内容を提示すること．

＠洛種対象者データ作成

検査未実施者データを作成する．（酬避難者、検査未実施者！こ対してのあ知らせに

使用するCSV77イルの作成）

(b）予約データメンテナンス

d抽績予約デ－1;!メンテナンス
検査予約変更簿に対応するため、検査予約データのメンテナンスを行う．

e瀬盛予約データ回覧
検査予約データの閲覧を行う．

(c) 「同意書』情報の取込・メンテナンス

①閣情」情報の恥畠

「同意書」情報をQCR及びイメージで取り込む．

②「同意書」デ一歩メンテナンス

「同意書」デ一世のメンテナンスを行う。

③チェッ0リスト作成
「同意書」回答状況リスト叩作成｛学校に『同意書」の回答械兄在連絡するたφに使
用する．｝

(d) 『同意書兼申込書J情報の取込・メンテナンス

①「同意書兼申込書』情報の取込

10 
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『両怠書兼申込書J情報をocR及びイメージで取り込む．
② r同意書兼申込書」デ－11メンテナンス
f同意書兼申込書』データのメンテナンスを行う．

(e）甲状腺検査簡易サーパ用データ作成

検査会場で使用する甲状腺検査簡易サーバに落とし込みする検査対象者デ－11を作成
する．

(f) 「検査レポートJ情報及び画像の取込・メンテナンス

①『検査レポート」情報及び画像の取込

『検査レポート』情報をocR及協イメージで取込する。
② f検査レポート』データメンテナンス

「検査レポート』デ－11のメンテナンスを行う．
(g）甲状脹検査データ関覧

甲杭腺検査デーク（1次検査・Z次倹宣目及び紐付された各種調査・検査デ－11・超音
波画像・超音波動画を表示する。超音草画像については一覧でのサムネイル表示を可

能とする．

(h）送付管理

w街叡機者データ作成
甲槻剥責査にかかる発送物について、印属盟諸に渡す発送対象者データを作成し、発

送物テーヌルを作成オる．

＠湧皆吉め兄デ－11取込
町車j業者からの発品官ファイJL等‘ファイルベースでのデータで発送状況を取り込

む。

＠演自量抗兄デーヨタメンテナンス

発送状況データのメンテナンスを行う．

唖溌謎物送付総兄閲覧

指定された県民に対して発送されている発送物閣総兄を表示するo

e演担割先見データ削除
管理相事となっtdおき働テープJレの削除を行う．

D. 2次検査

(a）対象者データ作成

甲状腺2次検査対象者テーブルを作成する．

(b）予約割当・メンテナンス

q油艦予約書l当
検査対象者について、検査会場、検査日時の割当を行う（医師餅旨示による） . 

e瀬査予約データメンテナンス
検査予約変質等に対応するため、検査予約データのメンテナンスを行う．

11 

。
＠検査予約ヂ・－,s,閲覧

検査予約デ－11の閲覧を行う．
(c) 『甲状腺細胞診検査承諾書J情報の取込・メンテナンス

①「甲味腺細胞診後輩iii諾書』情報の恥且〆

『甲状腺細胞診検査愚詩書」：情報をo・cR及がイメージで取込する．
②『甲状腺細胞診検査承諾書』データメンテナシス

『甲状膿細胞診検章承諾書』デー11のメンテナンスを清う．

(d) 『甲状腺検査（2次検査）同信粟j情報の取込・メンテナンス

①「甲状腺検査（2決検査自問診栗』情報の取込

「甲状腺検査（2次検査｝閑惨粟』情報をocR及びイメージで取込する．
②「甲状腺検査（2次検査｝問診票』デーゴタメンテナンス

「甲状腺倹査（2次検査｝問齢累Iデ」タのメンテナンス在行う．

(e）生化撃的検査結果の取込・メンテナンス

<DI車検査結果の取込
『毘検査結菓子＇－ 1'J情報の入力及びイメージで取込する．

e療検査灘請書ヂーヲメンテナンス
「毘検査結果f」安Jのメンテナンスを清う．

＠血漉検査結果の取込

「血波検査結果データ」情報の入力及がイメ－：）で取込する．

＠血清検査結果データメンテナンス

団副踏査査結果ヂ－11」のメンテナンスを行う．
(f)細胞診検査結果の取込 一一一
病理細胞診検査結果報告書管理システムー－・E ・－主り提供されるCs 
V、Jp Gデータを取り込む．

(g）甲状腺検査（2次検量目受付薬取込・メンテナンス

①甲状腺検査（2決検劃受付事取込

『甲状腺検査（2次検宣回受付票』情報のλカ及IIイメージで取込する．

②，!j;換査結果ヂータメンテナンス

『甲状脇検査（2次検量目受付票」デ一世のメンテナンスを行う．

(h）甲状線検査データ閲覧

甲状腺検査データ（・1次検査・Z次検盟国＆び紐付された書種調査・検査データ・超音

波画像・超音譲動画を表示する．超音波商悔については）覧でのサムネイル表示を可

能とする．

1次検査の甲状腺検査データ閲覧と同様四処理．

( i ）送付管理

w滋樹象者データ作成

12 
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甲状謀検査にかかる発送鞠について、発送対象者データを4何事し、発送物テーブルを
作成する．

喧溌送状況デ一歩取込

印刷業者からの発送済77イJIA害、ファイルベースでのデ－11で発送状況を取り込
む．

哩溌法状況デ一歩メンテナンス

発送状況デタのメンテナンスを行う。

制樹脂付総珊覧

指定された県民に対して発迭されている発送物のめ兄を表示する．

喧~害防兄子Lタ削除

管理が司曹となっ~白書蜘テーブルの削除を行う．

E.超音波画像・動画との連携について

(a）超音波画像・動画についてはDICOM形式で保管を行っており、 1次検査と2次

検査でデータの管理方法が異なっている．

(b) 1次検査の超音波画像・動酉はイメージリサーチ担が管理するサーバで保管されて

いる．

(c) 2次検査の超音波画像・動菌はCD媒体で保管さている．

(d) 1次検査の受付番号には甲状樹責壷識別番号［本システムと同ーの管理番号］拍喰用

古れ 2次検宣でぽ電子力凡手患者lDが使用されている．

(e) z;x；検査の超音波画像は受付番号を甲状腺検査譲別番号に統合することにより、イ
メージリサーチ社が管理するサーバ1；：；格納する事は可能である．

(f)甲状腺検査データ関覧では超音波画像昭一覧でのすムネイル表示及び、超音漉動酉

の再生を可能とするι要があり、超音波薗像・動画の保有・管理方法等について具体
的な提東芝行うこと．

(4）健康診査情報管理

A.対象者・避難区様等の住民及び基本調査の結果必要と認められた人的20万」J v 
B. 検査実施予定

(a）上記健康露査対象者について、平成24年邸試降も鍵康潜査を実権する予定である．

c. 健康量生査対象者管理
(a）健康診査対象者デ－11取込
市町村から提供を受けたデータ在取り込み、健康診査対象者テーブルを作成する．

(b）健康診査対象者メンテナンス

端末より健康診査対叡者情報告登録・変更・削除する．

D.健康診査謝サ管理

(a）発送対議者データ作成

①，15歳以下

13 

。
健康診査にかかる発送物について‘印融鴫白置に渡す発送対象者デ－11(1 5歳以下3
を作成し、発送物テーブルを作成する．

②16歳以上

健康怠査lこかかる発送物について、印且牒渚に濯す発送対象者デ－？ (1 61嵐1上｝
を作成し．発送物テーブルを作成する．

③全対象者

健康診査lこか泊、る発送物について、印血膿若に渡す発送対象者データ（全対象者）を

作庇し、発送物テーコカレを作成する．

(b）発送総見デ－？登録

任演毘託統値別登録｛個人別）

端末より発送物の発送状況を葺録変更・削除する．

明担割籾ー錨7ァイル取込

日現周院Zからの発送済77イJIA車、 77，（ルベースのデ－？で発送状況を登録する．

(c）発送物送付状百閲覧

指定された県民に対して発送されている発送物静伏況を表示する．

(d）発途状況デ－？削除

管理が不要となった発送物テーブルの削除を行う．

E，健晴雇主査受診予定鴛型車

(a）健康怠査受診希望情報取込

健康診査受診希望情報データを取り込み、健康診査受診希望情報テーブルを作成する．

(b）健康診査受診予定データ作成

福島県保健衛生協会に提供する健康診査受診予定デ－？を作成する．

F.健康診査受露結果菅理

(a）健康診査受髭結果デ一世登録

包耀康重量章受診結果デ－？取込

害医癒繊聞からファイルベースで提供される健康診査受診結果データを取り込み、健

康診董受診結果す」、タを作成する．

※医療機聞によってファイルフォーマット泊寝なるため考慮がお要である．

e凋蟻重量査受診結果個別畳録
靖末より健康診査受露結果情報を登録・変更・削除する．

＠漉急連絡報告登録

端末より緊急連絡報告情報を霊録・変更・削除する．

(b）健康診査受診結果データ出力・飽覧

d灘康慰霊受診結果明細データ作成
市町村岡量供する鍵車露蜜受診結果明細データを作成オる，

喧灘輯随受欝結果報告書日珊I
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指定された県民の健康診章受彦結果殺告審査作成する．

③健康診査受診済証明書印刷

指定された県民自健康診章受診済証明書を作成する．

4車師陣ま査受診結果デ一安拠覧
指定された県民の健康診査受診結果情報を表示する．

6潔急連絡報告デー空間覧
指定された県民の緊急連絡報告情報を表示する。

G.各種帳票出力

(a）居世我兄一覧出力

居世議DI:一覧を作成する．

H.小児健樹旨定小児科医登録

小児健診指定小児科医情報を登録・変更・削除する。

0 

I 既に受領じているデータ（電子鱒体・紙）については、データベース構築時、一姐取り込

み作業を行う。

紙媒体については、一部デ一安エントリーを行い媒体に保管しており、データベース構築時‘

一括移行を行う。

J.その他

(a）上記管理対象外の健康診査の受露結果デ一安田保有について

q深が直営で実施する健康診査偶蹄健康診査対象舛の住民に対する健康診査）の受
診結果デタについて保有する．

哩~象者数ー年間約 1 0万人（対象19万人について2tJ容で全員実施する）

＠漣康診査は福島県保鍵衛生協会で実施し、受診結果テ」タは県を経由して電子媒体

でデ－.Pの提供を受ける．

＠必要機能は健康診査受診結果データ取込、健康診董受診結果デヂ閲覧のみとな

る．

(5）こころの健康度・生活習慣謂査情報管理

A. ;tJ象者遊撃区域等の住民（約20万人）

B.調査票種類

(a）平成23年度

・一般

・子ども①（0～6齢
・子ども②｛小学生）

ー子ども③｛中学生｝

(b）平成24年度

－一般

・子ども①.（0～3紛
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・子ども②（4～6船
・子ども③（，j，学生｝

・子ども④（中学生）

c.平成23年度実施の調査票データについては、データエントリーを行い媒体に保管してお
り、デ－.Pベース構築除一事務行が可能である．

D：平成24年度についても現在費査を実施しており、平成25年創品降も霞査を実施する事

を検討している．

E. 調査項目については年度毎に変更になる可能性がある為、調査項目が変更となった場合も

対応可能とする．

F. 噂本調査問診票田電子化システム及.-U,保管管理システムI

こころの健康度・也官晋慣罵査棄のPDF77イルについて書欄を可能とする．

(a) PD Fファイルサイズ：県民一人あたり最大揃

G 調査対象者データ出力

と連携し、

己こるの健康度・生官習慣調査にかかる発送物について、印.. 操諸に渡す発送対象者データ

創持主し、発送物テーブルを作成する．

H.調査票デ－.P管理
調査漂データを取り込み、こころ申健康度・也苦習慣濁劃官報テーブルを作成する．

I. 要支援者管理

(a）こころの健康度要室調諸

にこるの健康度・生音習慣鋼劃官報』の調査票の特定質問項目に対する回答撃謀を

もとに作成した要支援事情報ファイルをデーヂベースへ取り込みを行う．

d漕樹輯抽出
抽出条件設定 (ftll;者抽出条件を設定する｝

要支援者抽出信~措抽出条件に基づ吉、要支援者を抽出し、要妄援者テープ）レを

作成する）

対象者一括ファイル取込（手作業で作成した要支援者データを取り込み、要支援者テ

ープルを作成する）

②支援状況閲覧・畳録

要支援者の支援状況を表示する．

要支援者の支援状況を登録・変更・削除する．

(b）乞苦習慣要支援者

q凄吏援者抽出
抽出条件般定~主掻者抽出条件を設定する）

要支援者抽出 (la:援者抽出条件巴基づき、要妾撞着を抽出し、喪主援者テーヌル吾

作成才る）

対象者一括ファイJレ取込（軒乍業で作成した要支援者デ－？を取り込み、喪主援者テ

16 
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ーブ）レを作成オる）

②支援検兄閲覧・登録

要主謀者の支援状況を表示する．

要支援者の支援総兄を登録・変更・削除する。

J. 面接調査管理

(a）面接希望者←世間

①自己記λ式讃査票デーク取込

自己記入式調牽票データの取り込みを行い、自己記入式蹟査票テーブルを作成する．

g澗吉とり謂査票子」歩取込
聞きとり調査票データの取り込みを行い．聞きとり調査票（一般）テーブルを作成す

る．

内で妊婦健診を受診分娩した人

B.平成23年度実施の寝牽票データについては、デ＿，，エントリーを行い媒体に保管してお

り、デ＿，，ベース構築時、一器移行を行う．

c.平成24年度についても現在調査を実施しており、平底25年度以降も調査を実施する事
を検討している．

口調査項目については年度毎に笹更になる可能性がある為、調査項目が変更となった場合も

対応可能とする．

E. f酔融問轄の竃靴システム及E融関システム」・・・ーと酬し、
妊産婦韻査棄のPDF77イルについて参照を可能とする．

(a) PDF77イルサイズ：県民一人あたり最大呂田

F. 寵査票デーク管理

(a）調査対象者デ』タ取込

市町材からの調査対象者デ＿，，の取り込みを行い、妊産婦寓査対象者テーヌルを作成

する．

(b）調査対象者データ出力

妊産婦調査にかかる発送鞠について、 E刷業者に渡す発送対象者データ在作成し、発

送物テーヌルを作成才る．

(c）調査票デ一歩取込

調査票データを取り込み、妊産婦調査情報テーブルを作成する。

G. 要支援者管理

「妊産婦霞劃限量jの翼査票の特定質問項目に対する回答結果をもとに作成した要支援者情報

ファイルをデ一世ベースヘ取り込みを行う．

(a）要支援者抽出

抽出条件設定｛要案提者抽出条件を設定する）

要支援者抽出（要支援者抽出条件に基づき、要支掻者を抽出し、要支援者テーブル圭

作成する）

(b）主張快克閲覧登録

要支援者の主揺状況を表示する．

要交接着の支援状況を登録・変更・削除する。

H 送付管理

(a）発送対象者データ作成

妊産婦置査にかかる発送物について、印刷業者に漉す発送対象者データを作成し、発

送鞠テーヌルを作成する．

(b）発送訣況データ登録

M樹矧個E蛭話量｛個人別）
錯末より発送物の発送状況を登録・変更・削除主る．

@)If由総合匡鳴弱額面接シーケンシャJレファイルデータ取込

冊目総合国際診断面接デ＿，， （シーケンシヤルファイJレ）の取り込みを行い‘冊目総

合匡膿診断面接ソ7トテーブルを作成する．

(b）面接希望者（子鈎

任澗きとり謂査業デ＿，，取込

聞きとり調査漂デ一世の取り込みを行い、聞きとり調査票｛引掲テーブルを作成3「
る．

K.送付管理

(a）発送対象者データ作成

こころの健康度・息苦習慣調査かかる発送物について、印刷簡に産す発送対象者デ

ータを作成し、発送物テーヌルを作成する。

(b）発送状況デ＿，，霊録

¢溌送総兄個別登録（個人見II}

端末より発送輔の発送主l:Jltを登録・変更・削除する．

哩溌送状況ー錯7ァイル取込

印刷業者からの発匙膏フアイ！IA害、 77イルベースでのデ－9で発送状況を登録す
る．

(c）発送鞠送付状況閲覧

指定された県民に対して発送されている発送物の抗兄を表示する。

(d）発送状況データ削除

管理が不要となっtd白書樹テーブルの削除を行う．

(6）妊産婦調査情報管理

A ..対象者

(a）県内各市町村において母子手帳を刻寸した人｛平成23年度対象約Z万人）

(b）県外市区町村から母子健康手帳交付された人のうち、県内に転入または滞在して県
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＠溌送状況一括ファイル取込

E綱強緒からの発送済ファイJ峰、ファイルベースでのデ－9で発送状況を登録する．
(c）発送物送付状況閲覧

指定された県民に対して発送されている発送物の総見畳表示する．

(d）発送状況データ削除

管理が司事となった発送物テーブルの削除を行う．

(7）試別保存情報管理

A. l;t料保存情報データ取込

試料保存委託業者から提供を受けた試料保存情報データの取り込みを行い、責料保割審報テ

ーフルを作成主「る。

B.試別保存情報データ管理

試料保存情報を表示する．

試料保制解童を登録・変更・削除する。

(8）ホーJレポディカウンター情報管理

A. 県からの提供デ－？を取り込み個人の同定作業を行い、

ーブル」を作成する。

※個人の同定：fl;;業については具体的に内容を提示すること．

B.登銅育報データ管理

ホーJレボディカウン？→審報を表示する．

ホ－）レボディカウンタ→官報を登録・変更・削除する．

(9）個人線量計情報管理

「ホーJレボディカウンヲー情報テ

A.県からの提供デーゴ？を取り込み個人の同定｛乍業在行い、 「個人線量計情報テープJレ」を作

成する．

※個人の同定作業については具体的に内容を提示すること．

B.登録靖報データ管理

個人線量計情報を表示する。

個人線量計情報を登録・変更・削除する。

( 1 0）制動fん畳銅害報管理

A.がA選銅嘗報提供依頼対象者出力
地属がん登録室からがん登録デ＇－－？提供を受けるため、提供を受けたい対象者の情報を出力

し、暗号化を行い地域がん登録室に渡す．

B.がん登鎖育報登録

地域がん畳録室から提供を受けたデータを取込み、金齢革がん登録情報テーヌルを作成する．

c.登鍬欝量データ管理
地域がん宣銅官報在表示する．

地域がん登尉官報是登録・変更・削除する．
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( 1 1)死亡情報管理

A.死亡察情報入力

(a）死亡票情報入力

端末より厚生労働省から提供を受付完「人口動態語査死亡栗l情報を登録する．

B. 登録した「人口動態粛査死亡票J帯報について同定作業を行い‘ 『死亡情報テーブル』を

作成する．

C 人口動態調tiE亡襲デ－？取込

厚生労働省から提供を受けたr人口動態調査死亡票デ－？Jを取り込み死白樺報テープJν、
情報を登録する．

D.登録情報データ管理

死亡情報を表示する．

死白官報を登録変更・削除する．

( 1 2）コーJレセンター業務管理
A，受付

コールセンターで受付した県民について、紐付けされている告種情報を表示する．

B.電話対応畳録

(a）相手方特定登録

相手方市鴨定できる人（本なステムの対象になっている県防からきた電話に対する

対応内容を登録する． 「送付依頼」 「日程調整J「氏名・住所・連絡先変更Iにコい

ては、定裂の登録画面を用意する．

(b）相手方未特定霊録

相手方市鴨定できない人からきた電話に対する対応内容を登録する．

c.定型対応集計表岡高j
電話対応のうち定型対応分（暗付依頼』 「日程調整』 「氏名・住所・連絡先変更』）につい

て明細データを作放する． （本リストに基づき、情報の修正を行う）

D.電話応対件数表作成

(a）全体項目件数錆様

電話応対にかかる週次、月次、年次での各積集計衰を作成主「る．

(b）各商査対応輔教集計音量

各調査、検査ごとの電話対応集計表豊作成する．

( 1 3）調査票項目メンテナンス

にこるの健康度・色舌習慣罰査』 『妊産婦貰査』については、毎年調査項目に変更がある

ため．調査藁情報のテープJレへの蓄積を含め‘罰査項目の変更に対応する．

( 1 4）データ活用

県民健康鷲査データ管理システムで蓄積している書祖師搬について、抽出集計・編集等を

行い、以下のデータを作成オる．
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A.分析用データ作成

Ei. 統計、行政資料デ－1,作成
c.デ－1,革l朋申請に基づく利用者デ一歩作成
D. WE B公開閲覧閉データ作成（県民健康管理センターホームベージ公開用予」安）

尚、上記A～Dのデ－1,活用に加えて．将来、県民、医癒織関集データ閲覧者を拡強する
機能が必要となった場合に、柔軟に対応可能なシステムであること．

4 データ利用構末について

現在想定される端末接続は『県民健康管理センター'l. I県民健康管理主シ9一栄町オ7ィス』、

I県庁J併せて60ユーザ宅設であるtfi.寺弘畳大10 0ユーザまで増加することが予想される為h

最大100ユ｝ザの明時7？セスを想定した上で快適な接続環境及びセキュリティ在確保し、かつE

確な送受信が可韻Eであるシステムとすること．
データ利用携京

｜ 二 怨E車扇→ ;.:'T , •. :: ：グルデ君主：L三ヰ_:_jきJ
医大 5号館 コールセンター｛こころ・妊産婦） 6 

（量畠轟膏理センター） コールパック班 1 0 

データ担謹班 5 

縦十・楠嗣作成 5 

広報担当 2 

4号毘 研究室 1 

病院本館 露察室 1 

埠担Iオフィス コーJレセンター 20 

データ処星組 1 0 

県庁 繭卜行政資料閲覧出力 2 

合計 62 
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5ネットワ－？構成

(1)本システムと医大 (;JtfJ<.丘｝の連携f城存の光回線を使用する．

(2）本システムと県島健康管理センョター栄町オ7ィスの連携は既存のビジネスイーサ（1G b p 

s）を使用する．

(3）行政資料開覧・出力を行うことから、県庁との連携のためビジネスイーサを新規に接続する．

(4）災害に儀相嶋屋｛会華大学）とのネットワ－？壷構築し、バッ9アップデ－1,を配置する．
｛接続回線についてはパツ合アップデ－1,の送信に過不足ないものとする｝

ネットワ一世構成

ペエ示「－
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第a.：薫インフラi基本要件

1 規模・性能要件

( 1 ）前握事項

稼笥喰5年間のデ－~蓄積量を考慮した規模・性能要件とすること．

A.利用者数

本システムを使用するユーザ教の想定は60人とし、最大10 0人が同時に7？セ

スできる牲能とすること．

B.デ－控量

要情報の5年間の梅算容量は以下を鎮定している．
時 ！レa-s担＂ I 一 括【日告由 民間1

住民舗鰻 県民一人あたりO.SD 正面阿····~ （対象者E師o.aaa人｛金属毘｝｝ J OJO 

住所属医情報 属腫ー件あたり且＂＇ 5,000，回目件（対車宥（.帥＇・＇曲目入 X保有年世E年】 D. E倒

釜本調査情但 開査顕ー件あたり<OD 2巴’師自’闘目叫F件＋【掴a融匝唱者t且E凶E目.・咽凹人 E全帰E】｝ ,. S伺

植ば〈繍量’F蝿情蝿 調宜黒ー骨高たり0.050 Z，師且由自由件【掃謀者t060, 000人〈全県民】 7 .O. IOI 

ホールボディカウンタ｝情報 樟量一回あたりt』回 ＇・叩＂＇＇件 t対象者4.00,DOD人 X換査年敵S年1 ＂” 

画人捜量It情恒 圃量一園あたり’ B日 ι・...帥骨 .. 車・...f,INA.x l卦周ごと巳畠冊a年4圃＇田章卑’ .. 年】 ・8”

揖査一圃あたり1.5回 700, o冊件何年開骨組査四畳説者世鈎＂＇，個目人と想定｝

同F根腺後査...臨，..
圃雌』 1車樟量1圃あたりII凪 7DO，”’件 (5年闇申1ま検査伺畳樟曹は的700,DO’人と想定｝

1, I.(]. 050 
日骨圃1ま極量I困あたり＂幽 1; 000件｛対章者r”－”目人 X E克｝

個陣』＇＊極量 1園あたり.. 凪 ＇・＇凹件｛対象者？”，...人 x＂指〉

僧団“逓信也義組包 健.ー困あたり且 ID I, 5UO, DOD件｛対象者剖....阿人 X検査年量S年】 I. O!D 

〈ー劇圃量一回あたりL3阻 剖G.ODO件【対象者110.DH人 X調査揮目前年3
cc昌咽圃』町民・生匝冒園周華岡輯 1.275 

t子附周章一回あたり•m JGD, ODD件【対車者U,I”人 X圃董年置S年】

蛭産揖掴査情報 聞葺ー固あたりt5D 100.例目件〈刻昌司＂＇・曲目。人 X圃ま年量S年〉 a. 050 

要l握ζ支直ζ橿M皐宥骨圏情直匝l岨E置・生面冒圃闘車｝ u:;:;:;i宜量曹＂＂＇畠た＂阻
li5, DDO仲倒章者哩L剛人恒国闘車曹骨間百周輩年敵陣｝

10.HD件情畠-:ff2.DD’入園査対章者刷咽 X調査＂敵 E年〉
。Iii

... 圃3宜量膏-f;;&f::l)J阻

院純保有情但 聾晶一件あたり，.，回 SO, ODO件｛年申豊.. 散10,000件 X情岨保有年..年｝ 目。＂

槍峨がん，...情鎗 聾蝿ー件あたり0.20 同，...件｛年同呈量四t!D，冊目~ x情報保有年院E年｝ 0. 01骨

死亡情報 量卑一件畠たり，., .. 110. 000件 t年割量晶.......~ x情報保有年最E年｝ ,. ＂』

(2）ハードウェア要件

ハードウェア要件については、 『第3章 3情報システム稼働環境Jを参照町こと．

(3）ソフトウヱア要件

ソフトウェア要件については、 「第3章 3情報システム稼働環境』を参照のこと．
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(4）性能要件

A. 性能目標値

(a）レスポンス

通常時における一般的な画面遷移については、 2秒以内在目標とする．

ピ－？時における一般的な画面遷移については、 4秒以内を目標とする．

( b）バッチ処理

別途定める所定申時間内までに問題無〈処理が終了でさること．なお、パッテ

処理中に障害が発生した場合、速やかに再実行できるような仕組みとすること．

(5）信頼性・安全性要件

A.可用性
、 (a）過度な冗長性を排除しつつ、サービスレベル要件を基に、十分な可用性を維持

するための適切な対策を実施すること．

(b）可用性対鏡により得られる効果と対策に要するコストの両面を考慮し、対象の

重要性に見合った最適なインフラ基盤を選択すること．

(c）イン7ラ基盤については、類似システムにて実績ある構成、実績島る組み合わ

せ、実績ある相互接続構成を踏まえた上で選択すること．

(d）パッ9アップ及びリストアを可能とし、安全性在確保することができるように

すること．また、業務停止に伴う障害が発生した場合は、復旧作業内容を明確

にし、可及的速やかに復旧できるようにすること．

( e）大標模災害に備え‘遠隔地（会津大学を想定）！こパッ？7ツプデータを保存し

システム復l即時にリストアが行える仕組みとすること．

B.セキ2リティ

(a）以下に示すセキュリティ対策を信ずること．

一重要情報の機密性保議機能（暗号化・通信制御等｝

システムやデ一歩の完全性を守る改ざん防止あるいは検知機能

－~lj用者の様別と認証楓能
ーアクセス制調機能

ー不正侵入やサービス妨害を監視し検知する機能

ーアンチウイルスソフトウエアの導入

(6）性能・拡慣性要件

A.リソースの拡張性

業務量増加、健能追加等を考慮し、性能面及び機能面での拡慢性在確保するため、

CP Uやディスク、メモリ等の増設が可能な構成で提案すること．

B.性能鉱碩性

業務量の増加、機能の追加等に備え、ユーザ教やデ一歩量が増大した場合であって

も柔軟に拡張できる構成で提案すること．
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( 7)上位互換性要件

A.導入時において、ザン7ラ基盤の最新のパージョンアップ情報が公開されている場

合はこねに対応できるように構築すること．

B.契約期間中において、インフラ基盤の最新のパージョンへのバージョンアップを行

うこと．また、最新のパージョンへのバージョンアップl立、福島県立医科大学の承認

を得た上で‘受注者の責任と負担において、対応すること．

c.最新のバージョンアップへの対応について、技術的な問題等がある場合は、福島県
立医科大学と協議し、対策を鰭じること．

(8）システム中立性要件

A.特定事業者に依存することなく、運用、保守及び次期更改時の移行等について必要

な情報を他社に引き継ぐことが可能な構成であること．

B.ハードウェア、ソフトウェア製造業者から継続的にサポートが得られる製品である

こと．

(9）事業継続性要件

A 主要な機器における適度な冗長化、データの復旧を目的としたパッヲアップ方式を

確立すること．

B.本システムの中でコーJレセンター業務に閲しては外部受付の業務であることから、コー

ルセンヲーの営業時間である平日9:0 0～1 7 0 0の時間帯はダウン時間0とする．
コールセン安一業務に関する部分ι抄村こついては舛部向けの築設でないため半日程度の
停止は許容できる．ただし、復旧に時間を要する場合で、福島県立医科大学が業務に直接

を影響があると判断した障害に関しては、別途焔譲の上、復旧作業を行うこと．

2欄セキユ町要件ゾ
( 1)遵守事項

本業務の受注者は、厚生労働省が示す「医療情報システムの安全管理に閲するガ4ド

ライン（第41版｝を遵守すること．

(2）権限要件

A 納入するハードウェア‘ソフトウェアに設定する権限については、受注者にて作成

した環境設計書に基づき、設計すること。

B.認証機能に関しては、 ID／パスワードの利用を想定している。

(3）情報セキュリティ対策

A.下記の各セキュりティ要件在十分に行えるようハードウェア、ソフトウェアの選定

及び適切な設定、チューニング在行うこと．

(a）ネットワークセキュリティ

ーファイアウオールの l問機能による侵入を遮断する．

ーファイアウオールにて7？セス元 IP7ドレスの制限を行い、通信ポート・プロト

25 

。
コルを必要最低限にするなど適切に設定を行うこと．

( b）サーバセキュリティ

ーサーバIこ格納されるデ－？を暗号化するためのソフトウェアを導入し、情報が漏

えいしても読めないように適切な対策を実施する．

】各サーバにウィルス対策ソフトを導入し、自動で定期的にパクーン77イルを更

新するように設定すること．

ーパッヲアップ装置に取得するシステム領犠以外のバックrップデータを暗号化し
たうえで保存すること．

一日目サーバへの7?-leス元在必要最低限に制限すること．

ー不要なアカウントを削除或いは無効化すること。

各サーバログについては一元管理できるよう構成する．

(c）デ一安活用時の機密性保持

日 下記の各セキュリティ対策を実施すること．

(a）本調達において納入する資料、ハードウエア、ソフトウェア、デ－？及び施設等を事IJ

用する際、厚生労働省が示す「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

（第4.1版｝を遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること．

(b）万が一セキュリティ事故が発生した場合は、福島県立医科大学申指示に基づ吉．原因

の骨折及び再発防止策を作成し．福島県立医科大学町承轄を得た上で実行すること．

( c）厚生労働省が示す r医療情報システムの安全管理に関するガイドラ4ン（第4.1 
肱｝の見置しが行われた場合は、その内容に準拠すること．

( d）セキュリティ対策を実施するに当たり、受注者の社内教育や周知計画について、「セ

キュリティ教育実施報告書』にて具体的な実施方法を示すこと．

( e）運用にて発生し得るリス0について、受注者にて発覚時における原因及び影響範囲調

査‘対簸案の検討を実施し、対簾を実施すること．

( f)情報セキュリティの侵害及びそ由おそれを速やかに報告すること．

(g）情報セキュリTィ対績が平十分な場合．福島県立医科大学の求めに応じ．福島県立医

科大学と協監を行い、合意した対応を実施すること．

3 情報システム普．環境

(1)基本条件

A 本嵩遣により調達するハードウェア及ぴjフトウェアl立、すべて曹練に用意することとし、

最新版を基本とすること．最新版以外在導入する場合は、福島県立医科大学と協穫の上、決定

すること．

B.本諌遣により調逮するハ－I'ウェ7及びソフトウエアについては、市場において、公正な
調達条件により国達可能なものであり、稼働実績＠制笛溜織内での稼働実績は除舛する）申

ものであること．また、ハードウェア及びソフトウェアは導入後四操作柱、運用性等について
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十づ？に考慮されたものであること．

C 契約期間中は製造元又は販売元による技衛支援等の廿ポート車寝けられるものであること．

D 受注者以外の者が市場で調達することが可能な製品であること．

E.導入するソフトウヱ7聞において、オープンな標事組格による相互接続性在確保するとと

もに‘製晶聞の祖E依存関係を握力生じないようにすること．
また、そのハードウエア及びソフトウェアf;t導入後の操作性、運用世簿について寸分！こ考慮さ

れたものであること．

F.導入するハードウェア及びソフトウェアについては、開発を予定し？ている本システムが確

実に動作する製品であること．また‘導入するハードウヱア及びソフトウェアについては、適

切な必要数量を揃え、製品聞の形状不一致、インターフヱ一九ヰ唾合などの接続不良を発生さ

せないよう対策を講じること．

G.契約期間中、納入したハードウェア及びソフトウエアの正常な量併を保証すること．また、

契約期間中、納入したハードウェア及びソフトウェ7が原因で本システムが正常に動作しない

場合は、受注者の責任と負担により指定期固までに対処すること．

(2）ハードウェア要件

A.本システムが確実に正常に動作する機器を導入すること．導入したハードウェアの原因

で本システムが正常に動作しなかった場合は、受注者の責任と負担！こて各ハードウェアの設

定を見直し、指定された期日までに対処すること．

B ．本システムで必要と考えられる機能、性能に関しては、『別紙1ハードウェ7要件・ソ

フトウェア要件」に示す。

本調達では、システム開発とインフラ基盤用ハードウェアを同時調達しているため、本

システムが正常稼働するための最適なスベック及び機器の提案在行うこと．

( 3）ソフトウェア要件

A.受注者は、導入するソフトウエア聞の組み合わせ及びハードウェアとの組み合わせにお

いて、障害・不具合が発生しないようにすること．

B.福島県立医科大学がライセンス違反を犯さないよう、受注者の責任においてライセンス

を間入すること．

c. 受注者が動作保証できるソフトウェアであること．
D. 本システムで必要と考えられる機能概要に関しては、『別紙1ハードウェア要件・ソフ

トウェア要件」に示す．

本調達では、システム開発とインフラ基盤用ハードウエアを同時調達しているため、本シス

テムが正常稼働するために必要と考えられる最適なソフトウェアを提案すること．

E.導入したソフトウヱ7の厚届で本システムカ恒常に動作しなかった場合I立、受注者の責任

と負担にて各ソフトウェrの設定を見直し、指定された期固まで，司梯Eすること。
(4）サポート条件

A. 保守期間中はすべてのハードウェア、ソフトウェアの廿ポートを行うこと．
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B.パージョンアップ、推奨パッチの最新官報を提供すること．

c. パッチ＆び最新アップデートプログラムが入手可能であること

4 テスト要件定麓

( 1 ）馴ヤ確認試験

A.受注者は、セットアップ完了後本調達の要件を満たしていることを確認するための動作

確認民験を実施すること．

B. 受注者は、本システムをインフラ基盤にインストー・JI唱錠した後のインフラ基盤において

性能テスト及び負荷テストを実施し‘正常稼働及び「2 捜模・性能要件」を満た

していることを確認すること．動作確認鼠験完了後、福島県立医科大学に報告

し、承認を得ること．

c. 受注者は、動作確箆において受珪者の責による問題が発生した場合においても、納入期
限までに問題を解決し、動作確認鼠監を完了すること．

ロシステム環境のバックアップデータの取得は、動作確認鼠験の完了後、最新町システム
環閣のパックアップデータを取得すること．

E. 本システムの連携先I出品下のシステムである。必要に応じ福島県立医科大学と調整ω上、
必痩なテストを実施すること．

(a）問診票管理シ2テム

( b）甲状腺検査管理システム

(c ）調査票PD Fシステム

( 2）段定パラメ－－！，の蜜更

総合テストにて要件を講たさず、正常穣働しない場合は、設計パラメータ等の見直しを行

うこと．

5 移行要件J
(1)移行に係る要件

A. 下記項目についてのデ一歩移行作業を実施すること。

(a）基本語査問診票情報

(b）甲状腺検査情報

(c）健康健診帽報

(d）こころの健康度・生活習慣調査情報

(e）妊産婦調査情報

B. 移行に伴い、必要な段定変更、再セットアップ作業は受注者により実施すること．

C 移行を行う上で感要な調整及び‘情報に闘しては福島県立医科大学と調整すること．

D. 移行在行う際は、事前に移行計画書を作成し福島県立医科大学に承認を得ること．

E.移行に必要となる情報は受注者確定後、開示する．
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(3) 77シリティ要件

A.基本要件

(a）本システムにかかるサーバ等の織器の殻置は、福島県立医科大学学術情報セン

；，ーを想定している．学術情報tン9一極器設置場所については『別紙Z福島県

立医科大牢学講情報センゴター図面』に示す．

福島県立医科大学新セン安ーについては平成28年度に利用可能となる予定

であり、その様に擁護等の移設が発生する．

(b）本システムにかかる別建屋へのバッ0アップは会津大学回復興支援セン9ーを

想定している．

復興支援セン安ーについては平成26年度に利用可能となる予定であり、それ

までは福島県立医科大学学術情報センターに接器を設置しパックアップを行い、

復興支援tン9ーが利用可能となった時点で機器等の穆殻が発生する．
(cl樺器設置場所、電謀、空語等については事前に下見等を行い提案すること．

(d）機器鐙入暗は適切な蔓生在行い．建造物が磁揖等しないよう十分に配慮在行う

こと．搬入時に、建造物を破損した場合は受注者負担において修復を行うこと．

(e）搬入、現語、工事等本田遣で必要な作業及び物品の準備は全て受注者負担にお

いて実施すること．

(4）その他

設置する樟器由収容構成及び以下の項目に関Lても、図面上に明記すること．

A.樹量外形寸法
B.機器重量

c.機器発艶量
D.設置スペース｛保守スペースを含む。）の廿イズ

E.配線

F.温度・湿度

c;.電源・電力
H. 必要な床の強度

上耐震対日E
J.防塵対策

K. 防磁対策

しその他｛搬入路の必要サイズ等）

6 運用要件

( 1 ）情報システムの操作・監視算要件

A.納入するハードウェア等の操作マニュ71レを作減すること．また、提案した製品によ

り本システムの霞計書に変更が必要になる場合は、改訂版の作成在行うこと．なお、ハ

ードウヱア等製品問取短説明書を併せて納入すること．

B.パッ？アップの運用について官、目次パッ9アップを取得し‘ 5世代まで保存するこ

と．パックアッポ処理については自動化を行い、運用における作業負荷を低議すること．

なお、パックアップ計画を作成L、操作マニュアルに記践すること．

(2）システムの運用作業内容

A.システムの運用作業内容についてit：以下を想定している．
.cc f；ミ妻逗蓮華蚕翠翠僚懇宗議諺議議議認謡議雪量量障室事選題電器ド言語義隆室主手
i古口 l'-"A-,-.,!,."'1/;;.:s;;'l:,!L/-~';;:t:ロ開置白日 O t I D 

問時掘橿 1；；；言語F怠誤雪ど曾間・曙覇「 o I I 。
,....,-a,旬… E 0 0 0 0 

量

豆

豆

豆1，＜，テ等の適用

四能追加．改修毎先生時の調査

障害時ー次切り分け

い岬嗣明事

E－o－旦且一

o－且♀
OFo－
o号
阜
旦
阜
旦
一
一
旦
一
一
且
且

亘

。
量

。

豆

限定変更（AP，インフラ〉

卜hブ監観

民ヵデー＂＇に慣する支侵

トイシ万四輔

仁プロセス藍甥

7 インフラ基盤保守要件

( 1 ）保守体制

受注者f;j;システム穣働までにインフラ基盤童保守業務実leiこ必要な体制を整備すること．

なお、保守体制図及ぴそれぞれの没割の群細については保守実施計画書に記醸し、提出
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すること．

( 1 ）前提

A 保守対象

受注者の保守対象は、納入したハードウェア及びソフトウェア一式である．他社製

品を納入する場合においても、受注者が責任を負うこと．なお、必要に応じて適宜、福

島県立医科大学が導入ハードウェア及びソフトウェアに関する保守契約の確認を実施

することがあるのでこれに応じること．

なお‘消耗品以外の交換部品の供給及び交換作業は受注者が費用を負担するものとす

に報告し、ウィルス定義ファイルをオンタイム｛公開開始から48時間以内）で取得し、適

用すること．また、受注者は、ウィルス感染が検知された場合は、福島県立医科大学に報告

し、その除去及び被害の復旧を主体的iこ行うこと．
c. パックアップの取得
障害に備えてパックアップが定期的に行われるため‘パックアップ取得状況を確認するこ

と．

る．

口定期点検

受注者は．納入した機器について、予防保全を前提とした保守・交換部品の準備、定

期メンテナンスを含む定期点検｛機器環境の点検、稼働状況の点検等｝を年1回以上行

うこと．B.保守時間

24時間365日とする．（最大5年間継続して保守を受けられることJ
なお、予防保守等部の業務の実施時間帯については、福島県立医科大学と協績の上‘

対応時間決定すること．

c.障害の原因究明
障害が発生した際は、原因究明を行い福島県立医科大学へ報告すること．

重大な障害が発生し、原因究明に長期間暗闘を聾する場合は福島県立医科大学と協議の

土、原因究明まで都度報告すること．

D. 保守計画書

保守作業の開始に先立ち、作業内容、障害対応方法、作業体制及びスケジューJレ（定

期点検のスケジュール等）等を記載した保守計画書を作慮、福島県立医科大学の承認を

E.オンサイト対応

( a）納入したハードウェアの障害に対して‘オンサイト対応による保守復旧作業在実

施すること．

( b）障害を検知してから2時間以内に駆け付けることが可能であること．

(c）障害等叩笹旧対応時間は、隣害等発生した時点から4時間以内に障害の復旧を完了

すること．なお、 4時間での障害復旧が困難な場合は早急に福島県立医科大学に報告し、

対処方法について調整し、福島県立医科大学の指示に従うこと

F・. 保守報告書の作成と報告

受注者は、保守に係わる作業を行った際には、作業完了後、速やかに『保守報告書』を作成

仏福島県立医科大学に作業完了の報告を行うこと。

得ること．

E.連絡窓口の設置

障害発生時など迅速な対応を可能とするため、本調達で導入したハードウェ7及びソフト

ウェアの問い合わせに関する窓口を一元的に設置すること．

(3）保守作業

8 作業の体申U＆ぴ方法等
( 1)作業体制

保守作業は、以下町作業を行うこと．

受注者は、本鼠逮仕様書の業務を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち責任者を明

確にして、福島県立医科大学のて承を得た上で業務を進行すること．また、作業体制に変更があ

った場合‘その旨を福島県立医科大学に報告するとともに、書面による承認を得ること．

(2）受注者の責任者

受注者は、作業に先立ち責任者を配置し、本役務を履行できる体制を設け、福島県立医科大学

の承諸を得ること．なお、責任者は以下町条件を全て讃たすこととすること．

A. パッチ及びアップデートプログラム等の更新、導入

受主主者は、ハードウェア及びソフトウェアの開発元・販売元からサポート在確実に受けら

れる状態在確保し、パッチ及び最新アップデートプログラムが公開された場合は、本システ

ムへの影響を評価した上で適用すること。また、パッチ及び最新アップデートプロダラムの

適用の作業実施前に、システム環境目パックアップを必ず取褐する己と．万が一適用前に戻

す必要がある場合は福島県立医科大学申指示に従い、受注者が主体的に行うこと．

B.ウィルス検出状況のチェック及びパターンファイルの更新ログチェック

ウィルス定義ファイルの更新を自動化し、定期的にウィルスチェックを実施することとし‘

定期的にログを確認すること．

緊急に対応が必要なウィルス定義ファイルが公開された掲合、受注者は、福島県立医科大学

A. PM Pもしくは同等以上の資格を有すること．

B.情報セキュリティスベシャりストもしくは同等以上の資格を有すること．

c.本システムと同等以上のシステム開発及びインフラ基盤整備を行った経験を有すること．
(3）実施計画劃惜

受注者は、作業開始に先立ち‘作業内容、作業体制及びスケジュール等の詳細を配置車した『実

施計画書Jを作成し、福島県立医科大字申請認を得ること．
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(4）全般的作業要件

A.運用・保守スケジューJレ、体制図、通常連絡体制図、及＂（，；夜間・閉庁日連絡体制図などの

業務実施計画書を提出し、福島県立医科大学町議諾を得ること．

B. 本役務を実行す右上で発生する課題について、課題内容‘対応状況、対応策、対応結果等

を『課題菅理表』にて嘗理すること．

c.受注者の作業主体について『運用報告書Jを用いて状況を管理し、福島県立医科大学へ定
期的に報告すること．実雄方法については．福島県立医科大学の指示に従うこと．

D.謀せられた役務の実施にあ要な経費r;t、全て受注者の負担とし、必要となる機器等の用意

についても、全て受注者が手配すること．

E.諜せられた役務の実施に伴う納入文書の修正は適宜実施し、そ申内容については福島県立

医科大学の承認を得ること．

F.本調達仕様書に明示されていない事項で、新たな対応が必要となった作業については、福

島県立医科大学と協議の上‘実施すること．

(5）セキュリティ管理

A.受注者肉における情報セキュリティ対簾に関する事務を統括する情報セキュリティ管理責

任者を設けること．

B.本業務を適用範固とする情報セキュリティポリシーを策定し、福島県立医科大学の承認を

得ること．また、策定した情報セキュリティポリシーを遵守すること．特に以下町事項に

ついて、その徹底を図ること．

c.情報曽理（守秘重量務／データ輸送時の対応／データ暗号化など｝
D.文書管理（開示情報／禄密情報／樺撮文書の管理など｝

E. 品物におけるセキュリティ対簾（管理者l日目共通利用を行わないなど｝

(6）本調達に置接関わらない受注者向田品質菅逗部門等の第三者在主体とし、内部的なセキュリ

ティ監査を実施し．セキュリティ対質吠況を報告すること．

(7）問題が生じた場合には、速やかに福島県立医科大学に報告し、必要な対簾を講じること．

(8）契約終了時のヨl鍵ぎについて
A.契約終了前までに．運用・保守作業に係る作業内容、結果等について次の事業者に引継ぎ

を行うこと．

B.引纏ぎを実施するに当たって、特定製品・技簡に依存せず、次の事業者が引き継ぐことが

可能であるようにすること，

c. 引継ぎ計画町策定、引継ぎ資料叩作成を行い、福島県立医科大学の承踏を得ること．
D.引纏ぎ期間‘期限等について．福島県立医科大宇田指示に従うこと．

E.引継ぎ資料伯作成漏れ寄があった場合［;t，契約終了後においても次の事業者からの質問に

対する回答の対応等在行うこと．
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第4章スケジュー）~

1 スケジュール

く情報笹理〉部分のデータ入力・蓄積機能｛住尉曹報デ一歩取込基本構報データ取込、同定処

理、デ－9メンテナス第については第1次りリースとして平成25年11月中とする．
その他の部分については第2次リリースとして平成26年2月中とする．

また、基本設計脅さ了弘内容確認のために事業者は告提達部門に対して基本設耐書叩レビューを

行い、意書離主詳細設計圭進めること．

※く情報管理〉部分については『第2章 3提能一覧Jを参照すること．
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第5章鵠書作間J
1 記録項目

提案審の記践にあたっては、下配の記披項目を提案書における章及び節等の名称として

提案すること．

記麓項目一覧ー

第O章表紙・はじめに・もくじ

第1章提案白趣旨（業務の目的）

第Z章開発にあたっての基本方針

第3章県民健康調査における業麓要件

3. 1全体概要

3. 2県民健康調査業務の詳細

3. 3基草情報等申マスタ管理業務

第4章システムの構成と実範・運用計画

4. 1システムの構成

4. 1 1基本的な考え方
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。）4. 1 2システム全体の物理構成

4. 1 3 システム全体の論理構成

4. 2デ－-7ベース霞計
4. 3セキュリティ管理

4. 4システムの運用管理

4. 5カス9マイズの要件

4. 6実施・運用計画

第5章システム開発方法及び手順

5. 1開発方法

5. 2環境設定

5. 3プロジェウト管理

5. 4 品質管理

第6章システム開発計画と作業計画・役割

6. 1開発全体スケジaールと工数

6. 2試験計画

6. 3プロジェウト体制・役割

6. 4福島県立医科大学・役割

6. 5教育・研修計画
6. 6システム保守

第7章個人情報保護の考え方
第B章セキュリティ確保の方法

第 9章納入成果物

第10章類似業務における実績

※ r第O章』とは便宜的に加えたものであり、提案書に表現する必要はない。

(2）第1章提案書の趣旨（業務の目的）

提案の目的及びねらい等を明確に記献すること．

( 3）第2章開発にあたっての基本方針

本システムの開発にあたって、本書に示した業務要件1,l_びシステム要件への対応策につい

て‘基本的な方針を明確に記艶すること．

( 4）第3章県民健康調査における業務要件

本書『第Z章 3機能一覧』を基に、業務処理申考え方及びその概念を記聴すること．

ただし、本書の機能一覧等はあくまでも現時点での検討結果であり．最結決定ではないた

め、代替案があればそれを記織すること．己こでの提案内容は、開発業務における慨婁設計

の基として使用官る．従って、開発在意識した具体的な提案をすること．

(5）第4章システムの構成と実施・運用計画

A.システムの構成

システム全体のアーキテクチャ設計在中心Iこ、ハードウヱア構成イメージ、ソフトウェ

ア構成イメ ジ及びネットワーク構成イメージについて、ハードウヱアの種類（ネットワ

－？機操類を含む）、性能要件、対応DS、導入ソフトウェア、導入ツール、導入パッケ

ージ等を記載した本システムの全体構成、その構成とした根拠及び特徴を具体的に記践す

ること．

B.データベース設計

本書を参考に‘要求している機能及び性能在実現するために必要なデータベースの論理

的な構造概略を記践すること．

c. セキュリティ管理

3 記臓項目一覧

( 1 ）第0章表紙・はじめに・もくじ

表紙・もくじは体裁に配慮し、『はじめにJは社会通念上における適切な文章表記とするこ

と．

データベースのtキュリティについては、さまざまなセキュリティ対策を行ったデータ

ベースであっても、例えば．福島県立医科大学の複数の利用者に対してデータベースを通

じて業務サービスが提供されている場合‘正規利用者であれば自分の業務とは関係のない

データへのアクセスも可能となる．（アプリケーション等で7？セス制限されている場合

でも、デークベースの曹理ツーJI,からアクセヌされる可能性もある〉

さらに、データベス内に保存されているデータは、 SQ L文を打ち込めば、誰でも確

認することができるため、下記の4つの倒面からデータベース内に保存されているデータ

の保護をおこなうこと．

(a）通信の暗号化

( b）保存デ－？の暗号化

( c）パッ合アップの暗号化

(d）保存データへのアクセス制限

データベースの上記倒の他、アプリケーション・ネットワーク等のセキュリティについ

ても十分考慮したうえ、最適な提案内容を配載すること．

D. 他システム連携機能

2 記殴項目内容の要旨

前述「1記巌項目」の内容は以下のとおりである．本書に提示している内容を開発要件

として提案すること．

なお、各項目とも詳細かつ具体的に記載することとし、適切な図版等、在用いて分かり易

さIこ心がけること。

また、引用で吉る文献、規格、根拠等がある場合は明示すること．
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今後、外部システムとの連携等を考慮し、厚生労働省が推奨する標準提格車ぴ『医癒情

報システムの安全管理に関するガイドライン｛第4. 1版｝』に準拠した連携機能を有す

ること．

E ．システムの運用管理

日常の運用状況曹理、データ入力変更に関するセキュリティ チェック及び履歴情報

の捉え方、障害対応等について記載すること。 fーバ監視機能、ネットワ－？監視機能及

びir－？ベース検寵機能等についても配載すること．
F.実施・運用計画

運用手順と運用計画の作成は本書「第3章 6運用要件」の実施に畠たり、県民健康調

査申業務7口 を考慮した上で、ユースケース圏在用いて、具体的に記載すること．

(6）第5章システム闘発方法及び手順

A.開発方法

システム開発中にも政省令等により事務処理手順が順次制定される可能性があるため、

柔軟な対応が可能な開発方法とするための考え方を配蔵すること．

B.環焼設定

本書『第4章 1スケジューJI，」に示したとおり、工期が短期間であるため、また、特

に設計段階における要求定義においては、線密な操り合わせが必要であると想定されるた

め、委託者・受託者聞のE離（物理的な道のり、道路｝が身近なほど好ましいと考える．

これらにおける適切な環境と対策について具体的な提案をすること．

c. プロジェクト管理
本システムの開発委託作業務を実施する際のプロジェクト茸理方法について具体的に

記載すること．プロジェクト菅理手法においては国際的に標準とされているPMBOK 

（プロジェクト・マネジメントの知蹟体系）が望ましいが、これに代わる曹理手法を用い

る場合は、その有用性を明確に妃援し．同等以上の曹理操能が果たせる事を証明すること．

また、上記「B.環境霞定Jに示すよう、短期摘築で且つ、線密な摺り合わせが必要で

あるがゆえに、会議・打合せ・メール等町証拠・根艶‘ E言、形跡などを意味するエピデ
ンスの記録と承認の繰り返しにおいては‘漏れの無いスピーディーな取り交わしが必要と

なる．これらを実践するにあたり．最も効果的な方法を提案すると共に、下記『第6章シ

ステム開発計画と作業体制・役割』の rA.開発全体スケジューJレと工数Jに求めるスケ

ジュール上には‘受託者およびプロジェクト・リーダが同席する『進修会種」・「品質会護』

在最低月1聞は開催するものとして、それを明示すること．

D. 品質管理

品質曹理については、開発工程に組み込む必要があり、プロジェクトの進捗と同時に組

織的な品質曹理を行う必要があるため‘品質管理の体制、考え方、手店等について具体的

．に記載すること．

なお、ここでいう品質管理とは、広義・狭義の全了てを示すものであり、本書『第1章 9
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成果品」に示す成果晶の品質だけではなく、プロジェ空ト・マヰジメントの品質の在り方

及び施策についても具体的に記載すること．

(7)第6章システム開発計画と作業体制・役割

A. 開発全体スケジュールと工数

平成25年1月から平成25年12月末までの、プロジェ？卜全体（開発計画及び運用

計画等）を細かい作業に分割したうえで階層的に構造化すること．また、これら計画を策

定するに当たっては、最低限週単位で記践すること．

上記に要求するスケジューんとは別に、本書『第1章 9成果品』に示す納入期限に示

す一次日リースにおいては平成25年9月中の運用開始に向けて実施できるよう、これに

向けたスケジュールを週単位で作成し示すこと．

上記2点のスケジュールにおいては、システムエンジニアとプログラマをどの程度配置

するのかについても妃載し、工数を明記すること．

B. 鼠験計画

(a）貴社環境での詑駿計画

貴社開発環境における単体鼠蟻、結合鼠験及び総合鼠磁の誌蟻計画について‘具体

的な手順及び方策在記践すること．

(b）福島県立医科大学での誌験計画

福島県立医科大学で行う試酸計画について、各寓験の実施時期及び内容を十分に考

慮した上で．魯工程在順序だてて記織すること．

c.プロジェクト体制・役割
プロジェクトの組織表、プロジェクト マネージャ、プロジェタ卜・リーダ及び全担当

メンバーのプ同フィールと役割を明確に記載すること．

特lこプロジzクト叩組織表においては、『プロジェクト・リーダ』、『設計管理者』、『製

造管理者』、「検査管理者』、『品質審理者』、『セキュリティ管理者』、ハードウェア及びネ

ットワーク等のFインフラ審理者J等を具体的に明示し、書々の役割（代表的な実務内容
を数点｝告示すこと．なお、ここでいる『管理者』とは、開発提点もしくは現場（福島県

立医科大学）で実務を伴う者であ日、且つ、「第S寧 8作業の体制及び方法等』で示す条

件に準拠している者である．

D.福島県立医科大学

システムを導入するにあたっての支援方法、支援計画及び支援体制在記践するζと．ま

た、福島県立医科大学主導で行う運用説蟻及び初期マスタ構集等町支援についても記載す

ること．

E.教育・研樺計画

ヨド書「第4章 1スケジュ ルJで提示しでいる予定に則り基本的な方針及び計画案を

記載すること．

F. システム保守
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システム本番稼働後におけるシステム保守の考え方及び体制について具体的に記能す

ること．

(8）第7章個人情報保霞の考え方

個人情報の保護については『個人情報の保置に闘する法律（平成15年5月30日法律第

57号）』に準拠しつつ、本業務における事業体としての考え方について具体的に配躍するこ

と．

(9）第8章セキュリティの確保

セキュリティ対策にあたっては、福島県立医科大学において定めるセキュリティポリシー

を遵守すること．

本システムにおいては、厚生労働省が示す「医療情報システムの安全審理に闘するガイド

ライン（第4 1版）平成22年2月Jに準鈍していることを鉦明しつつ、本業務における

セキュリティ確保の方法について具体的に記載すること．

( 1 0）第9章納λ成果物

納入成果物は別途書面で取り交わす「開発請負業務委託契約書J等で確定させるが、本提

案においては本書「第.，.9成果晶』で示す成果物在意織し具体的な用途等も記践するこ

と．

( 1 1)第10章類似業務における実績

提案書提出企業において過去に実施した開発業務のうち、本システムに関連する業務シス

テムの開発について具体的に配蔵すること。

また、本システムと同様なシステム構造とした事例があれば、それも具体的に記載するこ

と．

( 1 2）その他

前述「1記載項目Jのほかに追加提案がある場合は、適宜簡溝に記載すること．

4 援軍E奮の書式等
( 1 ）用紙

A4版、縦置き、横書き、左綴じ｛綴じ代を2c m取ること）、ワープロ印刷を原則とする。

ただし、図表等については必要に応じてA4版横置さの形式も可能とする．

技術的な説明等のために、既存の資料を使用する場合は‘提案書本体とは別綴じとし、「昔参

考資料Jと明記したうえで提示すること．

( 2）書式

頁目番号の付11方

章・・ 1

節・・ 1 2 

項・・・ 1 2. 1 

※1 上記の番号で不足が生じる噂告は、適宜、設定して差し享えない．
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。
※2 図表番号の付け方は『章番号一連続番号』の形式として、それに図表題名を付与

すること．

(3）ページ数

提案審は概ね200ベージ以内として‘簡潔かっ明瞭に記述すること．

ただし、別損じ白書考資料については、このページに含まない
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別紙1ハードウヱア・ソフトウヱ7蔓件

－一般的に想定される構成は以下の通りであるが、システムの信頼性及び開発アプリケーシ

ヨンが最適に動作する構成を提案すること．

－エージェントについては、必要と考えられる数量で提案すること．

・本システムで必要と考えられるハ｝ドウェア・ソフトウェアについては、受注者の責任に

おいて準備すること．

・オベレーティングシステム及びDBM Sについては、システムの安定性、セキュリティの

面から信頼性田高いもので、メーカーサポートがで古るものにすること．

システム構成倒｛システム構成については最適な構成を提案することl

種別 要件

アプリケーション
・2転νステムが正常稼働する必要な編成を皐備すること

サーバ
・本システムのサパl立、RAJD1構成等により、可周性を確保する

・本システムが動作するよで必要と怠るソフトウエアライセンスを周窓すること

・本システムが正常事ま幽する必要な構成を準備すること

ヂタペス
・’Jレーショナルデータペースであること

－本システムのサーバl丸RAID1織成等により．可用性を確保する
サーバ

・本システムが動作するよで必要となるソフトウエアライセンスを用意すること

－ストい－~装置に接韓すること

・本システムが正常稼働する必要な織成を準備すること

•RAIDS 織成等により．可用性を確保する

－本システムが動作する上で必要となるツフトウヱアライセンスを用意すること

データウェアハウス ・以下のSASライセンスを用意すること

サーバ •SAS Emo,prin Bl Ser,自，（パンドル能力基準 Gro"Pll

・SAS/STAT(能力器準 G,o,pl)

・SAS/ACCESS to XXXXXX（撞家のシステム傷障に応じて｝｛能力基準 Gro叩 I)

SASE,由,pri,oo,;d，（総ユーザ数10)

・本システムが正常禄備する必要な構成を準備すること

・最低5世代のパックアップを可能とした自動運転機能とすること

－アプリケーションサーパ、データペスサーパ、デタウエアハウスザパ、軍用管理サーパ等

バックアップ のデータおよびシステムバックアップを行う

サーバ ・県民健康管還にかかる重要なデータであるため、災害に備え別建屋（会津大学）へ容易l手パック

アップデータをE置できる仕組みとすること
・2ドシステムが動作するよで必要となるソフトウエアライセンスを周窓すること

パソクアップ降周は可能な限り短縮できる構成にすること



。 。
種別 要件 置別 要件

・本システムが正常稼働する必要な機成を.. 備すること ・デスクトップ型とする』と．

本システムの業務データ等を絡納することデータ容量を確保すること ・OSはMicroso仕Wiodow,7 Prnfe,s;oo,Iとすること。

ストレージ華置 ・RAID10構成等により、性能および可用性を確保すること クライアントPG ・Micro帥代O儒cePe間同2010を措概すること、ただし、クライアントPCS台については管理問と

・処理性能・信続性を考慮した構成にすること してMicro田ftO而曲Professional2010を措概すること。

ーストレージの管理が容易であること ・ディスプレイサイズは19型（22型ワイ向以上でかつ‘解像度lま1280X1024以上とすること．

・コピー様能、ゴリンタ機能、スキャン機能を裕属していること．

・本システムが正常議備する必要悲鳴成を単備すること 複合櫨（カラー） •A3サイズまで印刷可能な担合穫とすること．

・本システムが動作するよで必要となるソフトウェアライセンスを用意すること ・ネットワーク接続可能な複合複とすること．

・R刈05構成等により‘可用性を確保する

・持ち出しするデータに対して暗号化できること
プリンタ〈モノクロ）

・A3サイズまで印刷可能なプリンタとすること．

・ネットワーク銭続可能なプリンタとすること．

運用管理 ・下肥の軍用管理を行う •1 分あたり sa 校以上の援措カ司能であること.(A4 サイズE奪取時｝

サパ ①システム軍用の統合管理 －原稿サイズ［纏X長さ｝としてA4サイズ（210x 297ミリ）が競漕可能であること．

＠ンステム監裡状態確毘 OCR －ー度に60枚以上の原輸をセット可能なADFを搭緩していること．

＠ストレージ管理 ・OCR縁取と向姥r＝圃像ファイルの出力が可能であること．
＠証跡管理 －ブレインプリン；揖能を措聴していること個

＠ウィルス管理

集停電電源義笹 －あらかじめ量定した軍用スケジュールにより、サーバの自動起動・自動停止が可能であること

ファイアウォル装置
・本システムが正常稼働する必要弘性能を準備すること

・ファイアウオールを鈴置し、AGL等を適切に量定すること

ネットワーク通信機器
・2ドシステムが疋常稼働する必要主性能を皐備すること

司既存のネットワーク環境のボトルネソクとならない製品を用意すること
（ルーター・SW等｝

ー本システムで必要な台数を用意すること

ネットワーク回線
・字転システムと県庁及び本システムと会津大学を進携させるために新たなネットワ クが必要にな

ることから、本システムが正常稼舗する必要な性能を備えたネットワーク環績を準備すること

ウイルス対簸ソフト －サーパ．クライアントについてはウイルス対策を実摘すること．

・システム開発を行うに当たって必要な環績については‘受注者にて準備すること

開発・検liE！軍属 ・運用時のセキュリティパッチ適周やシステム改修等を行う障に．本書環境役入前！こ事前検径を

実施すること検涯を行うにあたって必要な検証環績は、本番環爆と別に準備すること
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「県民健康調査データ管理システム」において

想定される業務機能資料

置
鴨

E
鴨

「県民健康調査データ管理システム」全体図（案〉

「県民健康謂査データ管理システム」機能一覧〈案〉

「県民健康調査データ管理システム」各機能概要（案〉

監｜国

平成25年1月7日
公立大学法人福島県立医科大学

放射医学県民健康管理センター 情報管理部門
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